
議案第 63 号 

令和６年度貝塚市一般会計補正予算（第６号）の件 

令和６年度貝塚市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１４，７６１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３８，０２８，３４２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第 213 条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができ

る経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和６年９月５日提出 

 

                                                貝塚市長 酒 井  了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

14. 国庫支出金 8,229,825 6,746 8,236,571

2. 国庫補助金 1,863,713 6,746 1,870,459

17. 寄附金 710,467 13,865 724,332

1. 寄附金 710,467 13,865 724,332

18. 繰入金 2,480,845 13,000 2,493,845

2. 基金繰入金 2,439,043 13,000 2,452,043

19. 繰越金 100 120,050 120,150

1. 繰越金 100 120,050 120,150

21. 市債 1,287,078 61,100 1,348,178

1. 市債 1,287,078 61,100 1,348,178

37,813,581 214,761 38,028,342

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 4,828,985 50,217 4,879,202

1. 総務管理費 3,590,781 50,217 3,640,998

3. 民生費 18,546,377 12,434 18,558,811

1. 社会福祉費 7,671,039 3,932 7,674,971

2. 児童福祉費 7,630,686 8,502 7,639,188

4. 衛生費 3,482,856 26,830 3,509,686

3. 病院費 910,592 26,830 937,422

8. 土木費 3,224,660 2,035 3,226,695

2. 道路橋梁費 790,128 0 790,128

5. 都市計画費 1,920,095 2,035 1,922,130

6. 住宅費 320,021 0 320,021

9. 消防費 1,221,102 0 1,221,102

1. 消防費 1,221,102 0 1,221,102

10. 教育費 2,908,066 1,245 2,909,311

2. 小学校費 858,977 0 858,977

5. 社会教育費 670,565 1,245 671,810

12. 諸支出金 7,854 122,000 129,854

3. 財政調整基金 0 122,000 122,000

37,813,581 214,761 38,028,342

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



8. 5.

南海二色浜駅総合改善事業 100,153土木費 都市計画費

　　　　　　　　　　第  ２  表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

31,200 証書借入 年6.5％以内 政　府 25 5 左記の条件の範囲  証券発行の場合 40,700 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

394,800 れる政府資金及び 20 5 場合その条件に従  下回るときは、 437,800 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

32,800 利率の見直しを行っ 25 3 合により償還期限  めるために必要 34,900 同左 同左

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

52,000 率） 25 5 若しくは低利に借  算した金額を限 58,000 同左 同左

り換えることがで  度額とする。

きる。

20,700 10 0 21,200 同左 同左

起債合計 1,287,078 1,348,178

備   考
償還方法

第３表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
償還の方法

備　　考

道路橋梁等新設
改 良 事 業

ひと・ふれあい
センター施設整
備 事 業

利  率
償還の方法

 くは満期

 又は元金

 一括償還

限度額利  率

 元利均等

 年賦又は

 半年賦・

 均等若し

公 園 緑 地
整 備 事 業

公 営 住 宅
建 設 事 業

公 共 施 設 等
除 却 債


